
アルバータ州（2021 年 2 月 4 日時点） 

 

I. アルバータ州の状況 

i. 警戒レベル 

「各地域のリスクレベル」と「新型コロナウイルス感染症例の割合と陽性件数」に基づき、蔓延抑制や

新たな症例発生に対応するための追加健康対策の必要性に関し、「追加対策施行（紫）」、「今後追加対策

施行の可能性あり（青）」、「追加対策不要（ピンク）」の三段階に色分けしている。 

 

 

（出所：アルバータ州政府「COVI-19 Regional Status Map」） 

 

この分類に関係なく、全州でアルバータ州公衆衛生対策とガイドラインに引き続き従う必要がある。 

 

ii. 地域区分 

自治体の境界により、警戒レベルを色分けしていたが、現在は全州が「追加対策施行（紫）」にある。 

 

2020 年 11 月 27 日    2021 年 2 月 4 日現在 

             

 （出所：アルバータ州政府「COVI-19 Regional Status Map」） 

 

II. 経済活動について 

i. 再開指針 

アルバータ州は 2020 年 4 月 30 日に「再開戦略（Alberta’s Relaunch Strategy）」を発表、この中で感染

拡大の状況に応じた時系列ステージ分けしている。同戦略は 2020 年 6 月に更新された。 

https://www.alberta.ca/maps/covid-19-status-map.htm
https://www.alberta.ca/maps/covid-19-status-map.htm
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
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2020 年 9 月 8 日に一旦「ステージ 3」への移行が発表されたものの、感染拡大第二波の深刻化に伴い

「ステージ２」に逆行、20201 年 2 月 4 日時点では「ステージ２」にある。 

 

(出所：アルバータ州政府「Alberta’s Relaunch Strategy」) 

  

ii. 事業者への規制 

A) 事業活動における規制 

「再開戦略」の各段階における主な規制は以下の通り。 

 

(出所：アルバータ州政府「Open Soon - Alberta’s Relaunch Strategy」) 

 

https://dailyhive.com/calgary/stage-3-alberta-covid-relaunch-strategy
https://www.alberta.ca/alberta-relaunch-strategy.aspx
https://open.alberta.ca/dataset/61f54c09-d6d7-4a12-a5be-0bc663a02c31/resource/e158ff14-eab7-4f24-94f4-b67c3639d0d5/download/covid-19-alberta-relaunch-strategy-2020-06.pdf
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現在非常事態宣言下にある同州は、全州において「追加対策施行（紫）」レベルにあるため、この再

開戦略で示されている以上の厳格な公衆衛生規制（Stronger Public Health Measures）が施行中。 

  

施行中の公衆衛生規制（Active public health orders）は州政府サイトに随時更新される。この中で事

業に関連した主な規制は以下の通り。 

 

・ 在宅勤務 

2020 年 12 月 13 日より全州にて、雇用主が業務上理由で従業員が物理的に職場にいること必要と

しない限り、在宅勤務が必須。 

 

・ 生活圏外からの帰宅、訪問者 

➢ 世帯に属している者（学校から帰宅する子供など）は、家に戻ることが許可される 

➢ International Border Testing Pilot Program にて帰宅する場合は、世帯へ戻る前にプログラム

の指示に従う 

➢ アルバータ州に世帯を持たない者は、他人の家への滞在を禁じる 

 

・ マスク着用義務 

屋内の職場および家の外の施設において義務付けられる。着用免除対象は以下の通り； 

➢ オフィスで一人で作業する場合 

➢ 安全な距離にあるキュービクルまたはバリアが設置されている場合 

➢ 個人住宅の目的でのみ使用される賃貸宿泊施設 

➢ 農場経営者 

 

この職場における要件は； 

・ すべての従業員、顧客、訪問者、配達員、請負業者に適用される 

・ 従業員が直接会う場所も含む 

・ マスクが安全上のリスクをもたらさないすべての職場を含む 

(出所：アルバータ州政府「Stronger Public Health Measures」) 

 

B) 事業活動が可能な業種 

必須サービスを提供する事業者の活動を条件付きで認めている。同州における必須サービスの定義

は 2020 年 12 月 10 日に更新され、以下の業種が該当する。詳細は「COVID-19 essential services」

を参照。 

 

・健康及び医療サービス 

・法執行機関、公安、ファーストレスポンダーおよび緊急対応要員 

・ウイルスの影響を受けやすい州民（高齢者、要介護者など）に対するサービス提供者 

・生活インフラ関連業 

・食品および農業サービス提供者 

・交通機関 

https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
https://www.alberta.ca/covid-19-orders-and-legislation.aspx#toc-3
https://www.alberta.ca/international-border-pilot-project.aspx
https://www.alberta.ca/enhanced-public-health-measures.aspx
https://www2.gov.bc.ca/gov/content/safety/emergency-preparedness-response-recovery/covid-19-provincial-support/essential-services-covid-19?keyword=essential&keyword=businesses#healthservices
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・工業、製造業 

・衛生関連業 

・通信および情報技術 

・金融機関 

・その他の非健康に不可欠なサービス提供者  

 

これら各業種ごとの事業活動における条件は、「行政命令（Ministeral Orders）」を参照。 

 

※ 公衆衛生規制は 2021 年 1 月 18 日、新規感染者数が減少傾向にあることに伴い緩和。（Order 

01-2021）これにより以下が認められるようになった。 

・ 1 対 1 の予約制に限り、パーソナルケアサービス（美容院、理髪店、エステなど）の事業再開 

・ 屋外集会は最大 10 名、葬儀への参加は最大 20 名まで可能。（参加者全員がマスク着用、2 メ

ートルの距離を保つこと。葬儀レセプションはまだ許可されておらず、屋内集会は依然禁

止） 

 

III. ワクチン接種計画 

同州は段階的アプローチにより接種を開始しているが、第二段階以降の接種順については現在検討中。 

 

（出所：アルバータ州政府「Preparing for COVID-19 vaccine distribution in Alberta」） 

 

第一段階初期 

期間： 2020 年 12 月 

対象： エドモントン市とカルガリー市にて感染リスクの最も高い救急治療施設における； 

・集中治療室の医療従事者 

・呼吸療法士 

・介護スタッフと指定された支援生活施設 

 

https://www.alberta.ca/covid-19-orders-and-legislation.aspx#toc-3
https://open.alberta.ca/publications/cmoh-order-01-2021
https://open.alberta.ca/publications/cmoh-order-01-2021
https://www.alberta.ca/release.cfm?xID=758197B34E45E-950B-4D01-C2EF320F08ED2A03


アルバータ州（2021 年 2 月 4 日時点） 

 

第一段階 A 

期間： 2021 年 1 月 

対象： 州全体における以下の職業に従事する者 

・呼吸療法士 

・集中治療室の医療従事者 

・介護スタッフと指定された支援生活施設 

・在宅介護福祉士 

・救急科の医療従事者 

・年齢に関係なく、介護と指定された支援生活のすべての居住者 

・新型コロナウイルス感染症ユニット、医療および外科ユニット、および手術室の医療従事者 

・救急医療および救急医療技術者 

 

第一段階 B 

期間： 2021 年 2 月（ワクチンの供給によりタイムラインが変更される場合あり） 

対象： ・州内の地域を問わず 75 歳以上の高齢者 

・先住民コミュニティ及びメティスの集落に住む 65 歳以上の人 

 

第二段階 

期間： 2021 年 4 月～9 月  

対象： リスクのある集団を引き続き優先。フェーズ 2 対象者選定作業は現在進めている。 

 

第三段階 

期間： 2021 年秋 

対象： 一般向け展開 開始予定 

（出所：アルバータ州政府 Alberta's phased immunization program） 

 

 

【免責条項】  

本資料で提供している情報は、ご利用される方のご判断・責任においてご使用ください。ジェトロでは、でき

るだけ正確な情報の提供を心掛けておりますが、本資料で提供した内容に関連して、ご利用される方が不利益

等を被る事態が生じたとしても、ジェトロは一切の責任を負いかねますので、ご了承ください。連邦政府及び

州政府、自治体による規制や各種措置は感染拡大の状況等に応じて頻繁に更新されています。最新の内容はご

利用される方が直接、連邦または各州政府にご確認されるようお願いいたします。  

 

 

 

https://www.alberta.ca/covid19-vaccine.aspx#toc-2

